
寒河江市告示第５３号 

 

寒河江市水道指定給水装置工事事業者の指定について（告示）  

 

寒河江市水道指定給水装置工事事業者に関する規程（平成１０年水道事業管理規程第２

号）第８条第１号の規定により次のことを告示する。  

 

令和 ７年１１月２５日 

 

 

寒河江市長 齋 藤 真 朗 

 

 

１ 寒河江市水道指定給水装置工事事業者  

指定番号  指定工事事業者  事業所の所在地  

２２１  
株式会社寒河江住宅サポ

ート 
寒河江市大字宮内４０番地の８ 

２２２ 株式会社ＲＥＣＲＡＳ 山形市蔵王半郷２５０番地８ 

２２３ 株式会社藤倉設備 山形県東置賜郡川西町大字黒川３２５番地の１ 

 

 

２ 指定年月日   令和７年１２月 １日 


